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令和４年度 湖南広域休日急病診療所の診療状況 

令和4年4月3日 ～ 令和5年2月26日まで 

１ 受診者数の推移 

 令和5年2月26日までの受診患者の総数は4,517人（内科1,732人〔前年比230人増加〕、小 

児科2,785人〔前年比655人増加〕）で、前年同期と比較すると885人増加しました。 

 また、1日の平均受診者数は約67人で、前年同期と比較すると13人増加しています。 

 

２ 20時から22時までの診療状況 

  20時から22時までの診療時間内に受診された患者数は432人で、内科受診者が130人、小児 

 科受診者は302人で、1診療日あたり20時以降の平均患者数は約6人の状況です。 

 

３ 患者の居住地別受診者数 

 患者の居住地別受診状況は、構成４市(草津市、守山市、栗東市、野洲市)から3,607人(全受 

診者の79.9%)が受診されており、その他、隣接する地域からの受診者数は910人で、全体に占め 

る割合は20.1%の状況です。 
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令和４年度湖南広域休日急病診療所の年末年始の診療状況 

令和4年12月29日 ～ 令和5年1月3日まで 

１ 受診者数の推移 

 令和4年度年末年始6日間の受診患者数は791人（内科436人〔前年比237人増加〕、小児科 

355人〔前年比133人増加〕）で、令和3年度と比較すると370人増加しました。 

 また、1日の平均受診者数は約132人で、令和3年度と比較すると62人増加しました。 

 

２ 発熱外来の診療状況 

   年末年始の長期休暇中に、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスに感染した患者を、 

  迅速に医療へと繋げることを目的として、重症化リスクが高いとされている患者(高齢者、基礎 

  疾患を有する患者、妊婦)及び小学生以下の子どもを対象として、両感染症の抗原検査を実施い 

  たしました。 

   年末年始の6日間に発熱外来を受診された患者総数は603人で、全体の約76％を占めていま 

  す。その中で、新型コロナウイルスの検査対象者は256人で、うち陽性者は180人、陽性率は約 

  70％でした。 

   また、インフルエンザウイルスの検査対象者数は123人で、うち陽性者は34人、陽性率は約 

  28％の状況でした。 
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令和５年度湖南広域休日急病診療所の診療体制 

 
湖南広域休日急病診療所は、地域住民が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質 

な医療を提供するために診療状況を随時分析し、地域の医師会、薬剤師会及び関係機関の方々に御協 
力を頂きながら、休日等における急病患者に対する診療を行っています。 
こうした中で、令和３年９月には新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応策として、仮設診察室 

２棟を設置し内科・小児科ともに発熱を呈する等の感染症を疑う患者の診療に当たってきました。 
しかしながら、現在は指定感染症の２類に分類されている新型コロナウイルス感染症も令和５年５ 

月には５類に変更される見込みがあることから、診療所内での感染防止対策の強化を図り従来の診療 
体制に戻すことも考慮する必要があります。 
令和５年度における診療体制は、医師等スタッフを含め通常期 2.5 診制(内科 1 診制、 

小児科1.5診制)、繁忙期は3診制(内科1診制、小児科2診制)とします。 
また、ゴールデンウィークと年末年始の連休時及び1～2月の冬季繁忙期における内科のオンコー 

ル体制を継続し、発熱を始め上気道炎、気管支炎、胃腸炎等の初期診療患者の増加に対応できる体制 
を維持します。 
 

記 

本年度事業概要 

（１）診療時間 

10時～22時 

（２）診療体制及び勤務体制 

通常期において、2.5診制（内科1診、小児科1.5診）の実施 

繁忙期において、3診制（内科1診、小児科2診）の実施 

ＧＷ・年末年始及び冬季繁忙期におけるオンコール体制の実施 

(オンコール待機拘束時間は、14：00～19：00とする) 

○診療日数 ７３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）想定患者数 

  ４，３８０人 
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令和５年度湖南広域休日急病診療所特別会計歳入歳出予算書（診療所運営経費・診療所施設整備経費）

歳 入

節・細節

区分

休日急病診療所管理運営経費負担金 63,440,000

休日急病診療所施設整備経費負担金 7,724,000

使用料及び手数料 使用料 衛生使用料 診療所使用料 50,370,000

手数料 衛生手数料 診療所手数料 24,000

繰越金 繰越金 繰越金 繰越金 1,000

121,559,000

113,835,000

歳 出

節・細節

区分

衛生費 保健衛生費 保健衛生管理費 給料 5,066,000

職員手当等 4,971,000

共済費 1,997,000

災害補償費 0

負担金、補助及び交付金 16,000

診療所運営費 報酬 71,169,000

給料 4,900,000

職員手当等 4,089,000

共済費 2,483,000

報償費 60,000

旅費 366,000

需用費 7,262,000

   （消耗品費） 2,517,000

　 （燃料費） 69,000

　 （食糧費） 5,000

　 （光熱水費） 1,513,000

   （修繕料） 200,000

   （医薬材料費） 2,958,000

役務費 1,999,000

    (通信運搬費） 533,000

    (手数料） 1,261,000

    (保険料） 205,000

委託料 3,475,000

使用料及び賃借料 4,636,000

工事請負費 0

備品購入費 326,000

負担金、補助及び交付金 19,000

償還金、利子及び割引料 1,000

公債費 公債費 元金 償還金、利子及び割引料 7,700,000

利子 償還金、利子及び割引料 24,000

予備費 予備費 予備費 1,000,000

113,835,000

121,559,000

管理運営経費(公債費除く)小計

合　計

分担金及び負担金 市負担金 保健衛生関係経費負担金

合　計

款 項 目 本年度予算額

款 項 目 本年度予算額
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(単位：円）

56,001,000 7,439,000 草津市、守山市、栗東市、野洲市からの診療所管理運営経費負担金

7,723,000 1,000 草津市、守山市、栗東市、野洲市からの診療所施設整備経費負担金

55,000,000 △ 4,630,000 受診患者数（4,380人×@11,500/人）

24,000 0 診断書等発行手数料（＠1,000円×24件）

1,000 0 前年度繰越金

118,749,000 2,810,000

5,022,000 44,000 職員給料

4,751,000 220,000 職員手当

2,014,000 △ 17,000 共済費

0 0 災害補償費

16,000 0 職員互助会負担金

69,094,000 2,075,000 医師、薬剤師、看護師、医療請求事務員、会計年度任用職員報酬

4,900,000 0 再任用職員給料

4,069,000 20,000 再任用職員・会計年度任用職員手当

2,440,000 43,000 再任用職員・会計年度任用職員社会保険料

60,000 0 診療所管理者謝礼、研修講師謝礼

305,000 61,000 会計年度任用職員交通費、普通旅費

7,087,000 175,000

1,731,000 786,000 インフルエンザ検査キット代、医療用消耗品、事務用消耗品ほか

62,000 7,000 ガソリン代

5,000 0 診療所茶葉代

1,209,000 304,000 電気代、上下水道代

200,000 0 医療機器等維持管理、庁舎維持管理

3,880,000 △ 922,000 医薬品代

1,491,000 508,000

454,000 79,000 郵送代、電話代

832,000 429,000 クリーニング代、診療所メンテナンス、消防用設備等点検ほか

205,000 0 医師賠償責任保険料、医師・薬剤師傷害保険ほか

3,418,000 57,000 事業事務委託、機械警備委託、警備業務委託ほか

5,339,000 △ 703,000 仮設診察室、パソコン、軽自動車、コピー機借上料、医事ｼｽﾃﾑ(保守含)、土地賃借料ほか

0 0

0 326,000 屋外物置購入

19,000 0 救急医療事務連絡協議会負担金、再任用職員互助会負担金

1,000 0 診療費返還金

7,669,000 31,000 診療所建設事業

54,000 △ 30,000 診療所建設事業

1,000,000 0

111,026,000 2,809,000

118,749,000 2,810,000

増減額 説明

説明増減額

前年度予算額

前年度予算額
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湖南広域休日急病診療所運営委員会規則 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は、湖南広域行政組合休日急病診療所の設置等に関する条例（平成２５年湖南広域行政組

合条例第４号）第８条第２項の規定に基づき、湖南広域休日急病診療所運営委員会(以下「運営委員会」とい

う。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(委員の構成と任期) 

第２条 運営委員会は、次に掲げる者のなかから管理者が委嘱する。 

(1) 湖南圏域内の医師会の会員 

(2) 湖南圏域内の薬剤師会の会員 

(3) 医療機関の代表者 

(4) 関係行政機関の代表者 

(5) 湖南圏域内の各市の市民の代表者 

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(委員長および副委員長) 

第３条 運営委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

(会議) 

第４条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長と

なる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 委員長は、委員の半数以上から審議事項等を示し、会議の招集の請求があったときは、これを招集しな

ければならない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

(庶務) 

第５条 運営委員会の庶務は、救急医療事務局において処理する。 

 

(委任) 

第６条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の組織および運営に関し必要な事項は、管理者が定める。 

付 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 


